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広報いよし(11)

税
務
課
（
内
線
５
３
４
）

軽
自
動
車
税
・
自
動
車
税
に
は

減
免
措
置
制
度
が
あ
り
ま
す

　

身
体
障
害
者
・
戦
傷
病
者
が
所
有
し
、

自
ら
が
運
転
す
る
車
両
、
ま
た
は
精
神

障
害
者
・
１８
歳
未
満
の
身
体
障
害
者
と

生
計
を
共
に
す
る
方
が
所
有
す
る
車
両

は
、
障
害
の
程
度
に
よ
り
軽
自
動
車
税
・

自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

■
対
象
車
両

①
障
害
者
が
所
有
し
、
自
ら
が
運
転
す

る
車
両

②
１８
歳
未
満
の
障
害
者
や
重
度
精
神

障
害
者
と
生
計
を
共
に
す
る
方
が
所

有
・
運
転
し
、
障
害
者
の
た
め
に
使

用
す
る
車
両

③
重
度
身
体
障
害
者
の
所
有
で
、
生
計

を
共
に
す
る
方
が
運
転
し
、
障
害
者

の
た
め
に
使
用
す
る
車
両

※
自
家
用
車
の
み
で
、
軽
自
動
車
・
自
動
車

あ
わ
せ
て
１
人
１
台
の
み
減
免
で
き
ま

す
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

①
減
免
申
請
書
（
軽
自
動
車
税
は
税
務

課
、
自
動
車
税
は
福
祉
課
に
あ
り
ま

す
。）

②
運
転
免
許
証

③
印
鑑

④
自
動
車
検
査
証

⑤
納
税
通
知
書

⑥
身
体
障
害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
ま
た
は
精
神
状
態
に
関
す
る
証

明
書
）

※
生
計
を
共
に
す
る
方
が
所
有
ま
た
は
運

転
さ
れ
る
場
合
は
、
通
学
・
通
院
・
通
所

ま
た
は
生
業
を
行
っ
て
い
る
こ
と
の
証

明
書
、
福
祉
課
発
行
の
生
計
同
一
証
明

書
又
は
健
康
保
険
証
も
必
要
で
す
。

■
申
請
書
提
出
期
限

　

５
月
２４
日
㈫

■
申
請
書
提
出
先
・
お
問
い
合
わ
せ

○
軽
自
動
車
税

　

市
役
所
税
務
課（
内
線
５
３
４
）
又

は
各
地
域
事
務
所
総
務
調
整
課
へ
。

○
自
動
車
税

　

松
山
地
方
局
課
税
課
（
松
山
市
北

持
田
町
１
３
２
、
☎
９
４
１
ー

１
１
１
１
）
へ
。

　固定資産税の納税義務者および委任を受けた方
は、「土地価格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳簿」
で、比較したい土地又は家屋の地番を指定して閲
覧することができます。
　また、今までと同様、納税義務者は自分の資産
内容が分かる「課税台帳」も閲覧できます。
■縦覧期間　４月１日（金）～５月２日（月）
　８：３０～１７：００（土・日・祝日を除く）
■縦覧場所・お問い合わせ　税務課（内線５３２）又
は各地域事務所総務調整課へ。　

土地・家屋の価格等縦覧帳簿を縦覧しています

税
務
課
（
内
線
５
３
４
）

軽
自
動
車
税
の
納
期
が
変
わ
り
ま
し
た

　

軽
自
動
車
税
を
納
め
て
い
た
だ
く
時

期
（
納
期
）
は
、
こ
れ
ま
で
４
月
と
し

て
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
か
ら
自
動
車

税
と
同
様
、
５
月
に
な
り
ま
し
た
。
自

動
車
に
か
か
る
税
金
は
、
車
検
を
受
け

る
と
き
に
納
め
れ
ば
良
い
税
金
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
必
ず
５
月
３１
日
㈫
の
納
付

期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
お
手
持
ち
の
平
成
１６
年
度
軽

自
動
車
税
納
税
証
明
書
（
車
検
用
）
の

有
効
期
限
は
、
平
成
１７
年
４
月
２８
日
と

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
納
期
の
変
更

に
と
も
な
い
平
成
１７
年
５
月
３０
日
ま
で

そ
の
ま
ま
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

な
お
、
自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税
は

４
月
１
日
現
在
で
登
録
さ
れ
て
い
る
自

動
車
、
軽
自
動
車
の
所
有
者
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
廃
車
・
名
義
変
更
を
さ
れ
る

方
は
、
３
月
末
ま
で
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

※
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
松
山
地
方
局

課
税
課
（
松
山
市
北
持
田
町
１
３
２
、
☎

９
４
１
ー
１
１
１
１
）
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

休日に出張収納窓口を設置します

　軽自動車税・自動車税（県税）が対象です。
■日時　５月２１日（土）、２２日（日）、２８日（土）、
２９日（日）、９：３０～１８：００
■場所　ディック伊予店（下吾川）
　５月中旬に送付された納付書をお持ちくださ
い。また、同じ日程で市役所庁舎内でも休日納
付窓口を設置します。税の納付、納付相談にご
利用ください。
■お問い合わせ　税務課（内線５４５）へ。



広報いよし (12)

シートベルトを正しく着用しましょう！

＝ 交 通 事 故 状 況 ＝

＝市内の街頭犯罪等発生状況＝
（３月中）

発　生 累　計 前 年 比

侵 入 盗 ９件 １４件 ー ８ 件

自 動 車 盗 ０件 ２件 ー ２ 件

オートバイ盗 １件 ８件 ± ０ 件

自 転 車 盗 ９件 ２０件 ー ７ 件

車上ねらい ５件 １１件 ー ６ 件

安全は 一人ひとりの 意識から
安心は 人のつながり 地域から

（３月末日現在）

３月 累計 愛媛県

発　生 ２５件 ６６件 ２，６３２件

死　者 １人 ３人 ３６人

傷　者 ３５人 ８０人 ３，２３５人

総
務
課
（
内
線
５
０
６
）

『
愛
媛
県
市
町
村
交
通
災
害
共
済
』
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　

交
通
事
故
に
よ
る
死
傷
者
を
市
民
相

互
で
救
済
す
る
こ
と
を
目
的
に
『
愛
媛

県
市
町
村
交
通
災
害
共
済
』
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
共
済
は
、１
人
年
額
６００
円
（
中

学
生
以
下
は
２５０
円
）
の
掛
け
金
で
加
入

す
る
こ
と
が
で
き
、
交
通
事
故
に
よ
る

災
害
に
遭
っ
た
場
合
に
は
、
最
高
１００
万

円
の
災
害
見
舞
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
、
身
近
で
手
軽
な
公
的
共
済
制
度

で
す
。
ま
た
、
航
空
機
や
船
舶
事
故
な

ど
も
見
舞
金
の
対
象
に
な
る
な
ど
、
保

障
内
容
も
充
実
し
て
い
ま
す
。

■
掛
け
金

　

１
人
年
額 

一
般
６００
円
、
中
学
生
以

下
２５０
円

■
加
入
口
数

　

１
人
に
つ
き
１
口
ま
で

■
加
入
期
間

　

申
し
込
み
の
翌
日
か
ら
平
成
１８
年
３

月
３１
日
ま
で

■
加
入
資
格

　

市
内
在
住
の
方
、
お
よ
び
こ
の
共
済

に
加
入
し
た
方
の
扶
養
家
族
で
市
外
在

住
の
方（
学
生
な
ど
）

健
康
保
険
課
（
内
線
５
５
５
）

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
で
す

　

現
在
使
用
し
て
い
る
健
康
保
険
証
の

有
効
期
限
は
、
平
成
１８
年
７
月
３１
日
に

な
っ
て
い
ま
す
。
社
会
保
険
に
加
入
し

た
り
、
転
居
し
た
り
す
る
な
ど
変
更
が

生
じ
た
場
合
は
、
そ
の
ま
ま
使
用
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
１４
日
以
内

に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

保
険
証
は
１
人
１
枚
に
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
は

確
認
し
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

保
険
証
カ
バ
ー
が
必
要
な
方
は
、
国
保

窓
口
で
お
渡
し
し
て
い
ま
す
の
で
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
本
庁
地
区
（
旧
伊
予
市
区
域
）

の
方
は
、
老
人
医
療
受
給
者
証
な
ど
の

変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
ま
ま

お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
転
居
や
不
在
の
た
め
、
配
達

で
き
な
い
保
険
証
は
市
で
保
管
し
て
い

ま
す
。
お
心
当
た
り
の
あ
る
方
は
、
印

鑑
と
身
分
の
分
か
る
も
の
（
保
険
証
や

運
転
免
許
証
な
ど
）
を
持
参
の
上
、
健

康
保
険
課
国
保
担
当
窓
口
ま
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

葬
祭
費
、
出
産
育
児
一
時
金
、
高
額
療
養
費

貸
付
な
ど
の
支
払
い
に
つ
い
て
は

　

中
山
・
双
海
地
域
事
務
所
で
は
、
す

べ
て
口
座
払
い
と
な
り
ま
す
。
世
帯
主

（
葬
祭
費
は
葬
祭
執
行
者
）
の
口
座
番
号

等
が
申
請
時
に
必
要
で
す
（
郵
便
局
へ

の
振
り
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
）。
現
金

で
の
受
け
取
り
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
直
接
市
役
所
へ
１５
時
ま
で
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

高
額
療
養
費
の
支
払
い
は

　

高
額
療
養
費
に
該
当
す
る
方
は
、
は

が
き
で
通
知
し
ま
す
。
は
が
き
が
届
い

た
ら
、
領
収
書
、
印
鑑
、
は
が
き
、
世

帯
主
の
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の
を
持

参
の
上
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
と
き
１４
日
以
内
に
届
け
出
を

こんなとき 持参するもの

国保に
入 る

市外から転入した 印鑑

職場の健康保険をやめた 印鑑・健康保険資格喪失
証明書

国保を
やめる

市外へ転出する 印鑑・保険証

職場の健康保険に加入した 印鑑・国保と健保の保険証

その他

退職者医療制度に該当した
印鑑・保険証・年金証書・
年金加入期間がわかるも
の

住所・世帯主・氏名などが変わった 印鑑・保険証

遠隔地に修学のため、子どもが家
族と離れて生活するようになった

印鑑・保険証・在学証明書



⇦

広報いよし(13)

健
康
保
険
課
（
内
線
５
６
２
）

６５
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

平
成
１７
年
度
介
護
保
険
料
額
と
納
付
方
法

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
総

額
（
利
用
者
負
担
分
を
除
く
）
の
１８
％

は
、
６５
歳
以
上
の
皆
さ
ん
が
納
め
る
介

護
保
険
料
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
３２
％
は
４０
歳
か
ら
６４
歳
ま
で
の

方
の
保
険
料
で
、
残
り
５０
％
を
公
費
で

負
担
し
て
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
料
は
、
旧
市
町
（
伊
予
市
・

中
山
町
・
双
海
町
）
が
そ
れ
ぞ
れ
介
護

保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
、
平
成
１５
年

度
か
ら
平
成
１７
年
度
ま
で
に
保
険
料
を

設
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
合
併
に
と
も

な
い
平
成
１７
年
度
の
保
険
料
を
見
直
し

ま
し
た
。
算
定
基
礎
数
値
は
、
合
併
前

の
市
町
が
策
定
し
た
事
業
計
画
を
統

合
し
、
統
一
保
険
料
と
し
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
標
準
月
額
が
３
，
９
０
０
円
、

年
額
４
６
，
８
０
０
円
（
第
３
段
階
保

険
料
の
場
合
）
と
な
り
ま
す
。

段　階 対　象　者
新保険料額
（年額）

第１段階
○生活保護受給者
○老齢福祉年金受給者で市民
税世帯非課税

２３，４００円

第２段階 ○世帯全員が市民税非課税 ３５，１００円

第３段階 ○本人が市民税非課税 ４６，８００円

第４段階
○本人が市民税課税で、年間の
合計所得金額が２００万円未満

５８，５００円

第５段階
○本人が市民税課税で年間の
合計所得金額が２００万円以上

７０，２００円

旧伊予市 旧中山町 旧双海町

２３，４００円 ２１，０００円 １８，５００円

３５，１００円 ３１，５００円 ２７，７００円

４６，８００円 ４２，０００円 ３６，９００円

５８，５００円 ５２，５００円 ４６，１００円

７０，２００円 ６３，０００円 ５５，３００円

介護保険料段階別一覧表

納付方法

納付方法 対象者 徴収開始月 各納期

特別徴収

（年金天引き）

４月１日現在年金受給者で、年間

年金収入額が１８万円以上の方

※老齢福祉年金、障害年金、遺族

年金の方は対象外

４月から
仮徴収：  ４・  ６・８月

本徴収：１０・１２・２月

普通徴収

（納付書納付）
（口座振替）

○年間年金収入額が１８万円未満の

方

○受給年金が老齢福祉年金、障害

年金、遺族年金の方

○年度中に資格取得した（６５歳到

達、転入など）方

７月から

７月から翌年３月までの全

期（９期）

※年度途中に普通徴収と

なった方は、その月から翌

年３月までの各期

募 集 し ま す ！

伊
予
市
介
護
相
談
員

　

市
で
は
、
中
立
か
つ
公
平

な
立
場
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
の
要
望
や
意
見
を
聞
き
、

事
業
者
に
伝
達
す
る
橋
渡
し

役
と
し
て
、『
介
護
相
談
員
』

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

■
活
動
内
容

　

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
所
へ
定
期

的
に
訪
問
し
、
利
用
者
の
方
の
相

談
に
の
り
な
が
ら
問
題
点
を
見
つ

け
出
し
、
そ
れ
を
事
業
者
に
伝
え

解
決
す
る
こ
と
で
、
お
互
い
の
信

頼
関
係
を
築
く
お
手
伝
い
を
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

■
応
募
要
件

　

特
定
の
職
域
や
資
格
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
が
、
高
齢
者
介
護
に
興

味
や
熱
意
を
も
っ
た
方
で
、
定
期

的
な
訪
問
と
、
市
が
実
施
す
る
研

修
会
な
ど
に
参
加
で
き
る
こ
と
が

要
件
と
な
り
ま
す
。

■
任
期　

２
年
間

■
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

５
月
２０
日
㈮
ま
で
に
健
康
保
険

課（
内
線
５
６
２
）
へ
。

MUNICIPAL
GOVERNMENT
NEWS



地区 日程 時　　間 場　　　所

佐
礼
谷
・
野
中

５
／
１７
㈫

１４：２５～１４：３５ 中野中（岡田宅横）

１４：４５～１４：５５ 影之浦（小学校前）

１５：００～１５：０５ 栗田二（集会所）

１５：１５～１５：２５ 栃谷（集会所）

１５：３５～１５：４０ 日南登（集会所）

１５：４５～１５：５５ 漆（集会所）

１６：１０～１６：２５ 平沢（泉宅前三叉路）

１６：３０～１６：４０ 平村（山田宅前橋）

中
山
・
永
木

５
／
１８
㈬

 ９：００～ ９：５０ 中山地域事務所前

 ９：５５～１０：００ 泉町（宮島神社前）

１０：１０～１０：２０ 高岡（農道記念碑）

１０：３５～１０：４０ 添賀（集会所）

１０：４５～１０：５０ 柚ノ木（集会所）

１０：５５～１１：００ 重藤（集会所）

１１：１０～１１：１５ 永木（集会所）

１１：２０～１１：２５ 永木（小学校前）

１１：３０～１１：４０ 福住（亀岡店前）

１３：０５～１３：２５ 豊岡（豊岡一集会所）
　犬の登録・狂犬病予防注射日程表

上
灘

５
／
１９
㈭

９：００～ ９：１０ 高見公民館

９：１５～ ９：２５ 東峰公民館 地区 日程 時　　間 場　　　所

 ９：３５～ ９：４０ 犬寄（バス停前）

佐
礼
谷
・
野
中

５
／
１７
㈫

 ９：００～ ９：１０ 竹之内（集会所）

 ９：５０～１０：０５ 柆野公民館  ９：１５～ ９：３０ 日浦（局前）

１０：１０～１０：１５ 日尾野公民館  ９：３５～ ９：４０ 坪ノ内（生活改善センター）

１０：２０～１０：３０ 岡（徳永宅前）  ９：４５～ ９：５０ 村中（集会所）

１０：３５～１０：４０ 三島（バス停前）  ９：５５～１０：０５ 山口（集会所）

１０：５０～１１：００ 大栄公民館 １０：１５～１０：２０ 安別当（薬師前）

１１：０５～１１：１５ 翠小学校 １０：２５～１０：３０ 梅之木（集会所）

１１：２０～１１：３０ 久保公民館 １０：４０～１０：４５ 源氏（集会所）

１１：４０～１２：００ 両谷公民館 １０：５０～１０：５５ 犬寄（城戸宅前）

１３：００～１３：１０ 高野川公民館 １１：０５～１１：１５ 上長沢（ウッドセンター前）

１３：２０～１３：３０ 小網公民館 １１：２０～１１：３０ 榎峠（井上宅前）

１３：３５～１３：４５ 城ノ下（石川宅前） １３：０５～１３：１５ 門前（集会所）

１３：５５～１４：０５ 本郷（四国種苗前） １３：３０～１３：３５ 坪井（町道坪井小池線入口）

１４：１０～１４：２０  〃   （亀岡篤宅前） １３：４５～１３：５５ 小池（倉庫前）

１４：３０～１４：４０ 双葉公民館 １４：０５～１４：１０ 大矢（集会所下、三叉路）

１４：５０～１５：３０ 双海地域事務所前 １４：１５～１４：２０ 下野中（西川延幸宅道路入口）

　

狂
犬
病
の
発
生
を
予
防
し
、
公
衆
衛

生
の
向
上
を
図
る
た
め
、
犬
の
登
録
と

狂
犬
病
予
防
注
射
を
実
施
し
ま
す
。
犬

の
飼
い
主
の
方
は
、
こ
の
巡
回
期
間
に

ぜ
ひ
受
け
て
く
だ
さ
い
。

■
犬
の
登
録

　

犬
の
登
録
は
生
涯
１
回
で
済
む
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
未
登
録
の
犬

を
飼
っ
て
い
る
方
や
、
新
た
に
飼
い
始

め
た
方
は
早
め
に
登
録
し
て
く
だ
さ

い
。
た
だ
し
、
旧
中
山
町
、
旧
双
海
町

に
お
い
て
登
録
さ
れ
た
犬
は
、
伊
予
市

の
新
し
い
鑑
札
と
交
換
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
の
で
、
古
い
鑑
札
を
持
っ
て
市

民
生
活
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
（
無

料
）。

○
登
録
料　

３
，
０
０
０
円

※
鑑
札
を
紛
失
し
た
場
合
、
再
交
付
料
と

し
て
１
，
６
０
０
円
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
登
録
の
変
更

　

犬
の
登
録
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
、

必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
飼
い
犬
が
死
亡
し
た
と
き
↓
市
役
所

市
民
生
活
課
へ

○
犬
の
所
在
地
・
所
有
者
が
変
わ
っ
た

と
き
↓
新
所
在
地
の
市
町
村
窓
口
へ

※
必
要
な
も
の
／
①
印
鑑
②
犬
の
鑑
札
③

狂
犬
病
予
防
注
射
済
票

■
狂
犬
病
予
防
注
射

　

狂
犬
病
予
防
注
射
は
登
録
と
異
な

り
、
狂
犬
病
予
防
法
に
も
と
づ
き
、
生

後
９１
日
以
上
の
犬
は
、
毎
年
１
回
受
け

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
５
月
１７
日
㈫

か
ら
次
の
表
の
日
程
で
各
地
を
巡
回
し

ま
す
の
で
、
必
ず
受
け
ま
し
ょ
う
。

○
注
射
料　

２
，
８
５
０
円

※
内
訳
／
注
射
代
金
２
，
３
０
０
円
、
注
射

済
票
交
付
手
数
料
５
５
０
円

※
次
の
日
程
で
都
合
の
悪
い
方
は
、
動
物

病
院
（
又
は
獣
医
師
）
に
て
、
狂
犬
病
予

防
注
射
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

市
民
生
活
課
（
内
線
５
３
５
）

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
を
実
施
し
ま
す

広報いよし (14)
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地区 日程 時　　間 場　　　所 地区 日程 時　　間 場　　　所

本
庁

５
／
２５
㈬

１０：５５～１１：５５ 市場集会所

下
灘

５
／
２０
㈮

 ９：３０～ ９：４０ 本谷（バス停前）

１３：１５～１４：２０ 稲荷西集会所  ９：４５～ ９：５５ 石久保（バス停前）

１４：３０～１５：２０ 三島天神社 １０：００～１０：０５ 閏住（バス停前）

５
／
２６
㈭

 ９：１０～ ９：５５ 彩浜館前 １０：１０～１０：２０ 日喰（ＪＲ下灘駅前）

１０：０５～１０：５５ 広場通り駐車場 １０：３０～１０：３５ 奥西（教育住宅前）

１１：０５～１１：５５ さざなみ館駐車場 １０：４０～１０：５０ 奥東（県道分岐点）

１３：１０～１４：０５ 新川集会所 １１：００～１１：１５ 池ノ久保（畑中宅前）

１４：１５～１５：２０ 鳥ノ木東集会所 １１：３０～１２：００ 上浜（下灘診療所前）

５
／
２７
㈮

 ９：１５～ ９：５５ 唐川コミュニティセンター １３：１０～１３：２０ 下浜（濱田逸美宅前）

１０：０５～１１：００ 片山農協倉庫前 １３：２５～１３：３０ 本村（消防団詰所前）

１１：１５～１１：５５ 三秋集会所 １３：４０～１３：５０ 本村公民館

１３：１５～１４：００ 森集会所 １４：００～１４：０５ 松尾（町道分岐点）

１４：１５～１５：１５ 米湊聖集会所 １４：１０～１４：２０ 富貴（旧公民館前）

５
／
２８
㈯

 ９：１５～１０：００ 八倉中央集会所 １４：３０～１４：４０ 満野空公民館

１０：１０～１１：００ 宮下集会所 １４：５０～１５：００ 満野浜（集荷場前）

１１：１０～１１：５０ 上野集会所 １５：１０～１５：２０ 富貴浜

１３：１５～１４：０５ 上三谷原集会所

本
庁

５
／
２４
㈫

 ９：１０～１０：００ 上吾川集会所

１４：３０～１５：２０ 白水公民館 １０：１０～１０：５０ 下三谷原集会所

この日程で都合の悪い方は次の日でも受けることができます。 １１：００～１１：５０ 上三谷集会所

全

域

５
／
２９
㈰

 ９：１５～１０：２０ 大平地区公民館 １３：１０～１４：１５ 下三谷集会所

１０：３０～１１：５０ 中村地区公民館 １４：２５～１５：２０ 下吾川池田集会所

１３：１５～１４：２５ 上野地区公民館 ２５
㈬

 ９：１０～ ９：５５ 尾崎浜集会所

１４：４０～１６：００ 伊予市役所前 １０：０５～１０：４５ 本郡本村集会所

広報いよし(15)

市
民
生
活
課
（
内
線
５
６
９
）

戸
籍
に
関
す
る
お
知
ら
せ
で
す

■
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

　

中
山
地
区
、
双
海
地
区
の
方
で
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い

る
方
は
、
希
望
に
よ
り
伊
予
市
発
行
の

カ
ー
ド
と
交
換
し
ま
す
。

■
印
鑑
登
録
に
つ
い
て

　

旧
中
山
町
、
旧
双
海
町
で
発
行
し
て

い
た
印
鑑
登
録
証
は
、
引
き
続
き
使
用

で
き
ま
す
の
で
、
交
換
は
不
要
で
す
。

■
証
明
書
等
の
交
付
に
つ
い
て

　

各
申
請
に
と
も
な
い
、
後
日
証
明
書

等
の
交
付
を
受
け
る
場
合
（
印
鑑
登
録

証
、
外
国
人
登
録
証
明
書
等
）
は
、
申

請
地
で
受
領
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

種　　類 市役所
中　山
地域事務所

双　海
地域事務所

佐礼谷
出張所

下　灘
出張所

戸籍の謄抄本 ○ ○ ○ ○ ○

除籍の謄抄本 ○ ○ ○ ○ ○

住民票 ○ ○ ○ ○ ○

印鑑証明 ○ ○ ○ ○ ○

印鑑登録申請 ○ ○ ○ ― ―

外国人登録申請 ○ ○ ○ ― ―

外国人登録原票記載
事項証明

○ ○ ○ ○ ○

転入・転居届等 ○ ○ ○ △ ○

転出届 ○ ○ ○ ― ○

各種戸籍の届け出 ○ ○ ○ △ △

住民基本台帳カード
交付申請

○ ○ ○ ― ―

公的個人認証申請 ○ ○ ○ ― ―

※上野地区公民館、大平地区公民館では、今まで通りの申請ができます。

※△は受領（預かり）のみです。

■各種申請取扱窓口

　各種申請を取り扱う窓口は次のとおりです。



市
民
生
活
課
（
内
線
５
３
６
）

学
生
の
皆
さ
ん
、
届
け
出
は
お
済
み
で
す
か
？

国
民
年
金
・
学
生
納
付
特
例
制
度

学
生
納
付
特
例
制
度
と
は

　

学
生
本
人
に
収
入
が
な
い
場
合
、
届

け
出
を
し
て
承
認
を
受
け
る
と
、
在
学

中
の
国
民
年
金
保
険
料
が
猶
予
さ
れ
る

し
く
み
で
す
。
特
例
制
度
の
承
認
を
受

け
る
と
、
学
生
納
付
特
例
期
間
中
の
障

害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
に
、

障
害
基
礎
年
金
又
は
遺
族
基
礎
年
金
の

支
給
が
保
証
さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
学
生
は

　

大
学（
大
学
院
）、
短
大
、
高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
、
予
備
校

及
び
夜
間
部
・
定
時
制
課
程
・
通
信
制

課
程
に
在
学
す
る
学
生
で
あ
っ
て
、
学

生
本
人
の
前
年
の
所
得
が
６８
万
円
以
下

（
年
収
で
１３３
万
円
以
下
）
で
あ
る
方
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

※
各
種
学
校
・
予
備
校
の
一
部
や
海
外
の
学

校
な
ど
、該
当
し
な
い
学
校
が
あ
り
ま
す
。

届
け
出
は
毎
年
必
要
で
す
。

　

学
生
納
付
特
例
制
度
は
、
前
年
の
所

得
や
在
学
の
確
認
が
必
要
で
す
の
で
、

毎
年
度
申
請
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
昨
年
に
引
き
続
き
特
例
制
度
を
利

用
さ
れ
る
方
は
、
改
め
て
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

届
出
に
必
要
な
も
の

①
新
学
年
の
在
学
証
明
書
又
は
学
生
証

（
写
し
）

②
年
金
手
帳

③
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
印
は
不
可
）

を
持
参
の
上
、
市
役
所
市
民
生
活
課
へ
。

追
納
で
き
ま
す
。

　

学
生
納
付
特
例
期
間
は
、
老
齢
基
礎

年
金
の
受
給
資
格
要
件
に
は
算
入
さ
れ

ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ

ん
。
こ
の
た
め
、
こ
の
期
間
に
つ
い
て

は
、
１０
年
以
内
で
あ
れ
ば
保
険
料
を
追

納（
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
）
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
満
額
の
老
齢
基
礎
年

金
を
受
け
る
た
め
に
も
、
卒
業
し
た
ら

忘
れ
ず
に
追
納
し
ま
し
ょ
う
。

福
祉
課
（
内
線
５
３
９
）

児
童
手
当
の
手
続
き
は
で
き
て
い
ま
す
か
？

　

児
童
手
当
制
度
は
、
小
学
校
第
３
学

年
修
了
前
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

に
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
が
、
児
童

の
増
加
・
転
入
等
に
よ
り
、
手
続
き
の

で
き
て
い
な
い
方
は
い
ま
せ
ん
か
？

　

ま
た
、
所
得
の
制
限
に
よ
り
受
給
で

き
て
い
な
い
方
も
、
平
成
１７
年
度
の
所

得
の
見
直
し
に
よ
り
、
受
給
で
き
る
よ

う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

新
た
に
対
象
と
な
る
方
は
、
５
月
中

に
「
認
定
請
求
書
」
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
児
童
手
当
は
認
定
請
求

を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
支

給
さ
れ
ま
す
。
提
出
が
遅
れ
る
と
、
６

月
分
か
ら
の
手
当
て
が
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
の
で
、
新
た
に
受
給
で
き
る
方
は
５

月
中
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
公
務
員
の
方
は
勤
務
先
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
必
要
な
も
の

○
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
印
は
不
可
）

○
振
込
口
座
の
わ
か
る
も
の
（
郵
便
局

以
外
で
請
求
者
名
義
の
も
の
）

○
年
金
手
帳
（
請
求
さ
れ
る
方
の
も
の
）

○
保
険
証
（
請
求
さ
れ
る
方
の
も
の
）

○
平
成
１７
年
１
月
１
日
に
伊
予
市
に
住

所
が
な
か
っ
た
方
は
、
１
月
１
日
現

在
に
あ
っ
た
住
所
地
の
「
児
童
手
当

用
所
得
証
明
書
」

■
受
付
開
始
日　

５
月
２
日
㈪

旧日本赤十字社救護看護婦・
旧陸海軍従軍看護婦の方

内閣総理大臣名の書状を
贈呈します

　先の大戦において、外地等（事変地

の区域又は戦地の区域）に派遣され、

戦時衛生勤務に服された旧日本赤十字

社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦

の方（慰労給付金受給者を除く）に対

して、その御労苦に報いるため内閣総

理大臣名の書状を贈呈しています。

※請求期限が２年間延長され、平成１９

年３月３１日までとなりました。

■請求・お問い合わせ

　福祉課（内線５２６）又は総務省大臣

官房管理室（〒１００－８９２６、東京都千

代田区霞が関２－１－２ 中央合同庁舎２

号館８階、☎０３－５２５３－５１８２）へ。

広報いよし (16)
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　市では、経済的な理由で就学が困難な家庭に
対して、学用品費、校外活動費、給食費などを
援助しています。
　詳しくは、お子さんの通っている小学校・中
学校へご相談ください。
■お問い合わせ　教育委員会学校教育課（内線
７２１）又は中山・双海分室、各小・中学校へ。

就学の困難なご家庭のために

『就学援助制度』があります！

広報いよし(17)

上水道当直水道指定工事事業者
◆土・日曜日、祝日の上水道の故障など緊急業務は、
次の当直水道指定工事事業者にご相談ください。

月 日 指定工事事業者 電　　話

４

１６㈯ ㈱伊予設備 米　湊 ９８３－４６１３

１７㈰ 岩井水道工業所 大　平 ９８３－３０６６

２３㈯ ㈲協和設備工業 上吾川 ９８３－４１８５

２４㈰ ㈱ギケン 稲　荷 ９８３－５５７６

２９㈮ 功栄設備 中　村 ９８２－５８８８

３０㈯ Ｋ．シマダ 下吾川 ９８３－６５５３

５

１㈰ ㈲港南設備 稲　荷 ９８２－４４８７

３㈫ 佐伯工業所 灘　町 ９８３－１２４４

４㈬ ㈱佐々木工業所 湊　町 ９８３－０４５０

５㈭ 武智水道工業㈱ 上三谷 ９８２－１２６８

７㈯ ㈲島邦産業 灘　町 ９８２－７３３２

８㈰ 豊田設備 下吾川 ９８２－６８６７

１４㈯ 友澤設備 大　平 ９８２－１３８１

１５㈰ 西岡建材㈱ 下吾川 ９８３－１５９８

２１㈯ ㈲ハヤタ設備工業 上吾川 ９８３－０３９８

２２㈰ 未来設備 尾　崎 ９８３－５２８２

２８㈯ ㈱伊予設備 米　湊 ９８３－４６１３

２９㈰ 岩井水道工業所 大　平 ９８３－３０６６

６
４㈯ ㈲協和設備工業 上吾川 ９８３－４１８５

５㈰ ㈱ギケン 稲　荷 ９８３－５５７６

※簡易水道をご利用の方は、お近くの業者にお問い合わせく
ださい。

伊
予
消
防
署
☎
９
８
２
ー
０
６
５
７

新
市
に
な
っ
て
か
ら
消
防
署
は
ど
う
な
っ
た
の
？

　

新
市
が
誕
生
し
ま
し
た
が
、
今
ま
で

の
伊
予
消
防
署
、
中
山
・
双
海
出
張
所

は
、
伊
予
消
防
等
事
務
組
合
に
所
属
し

て
お
り
、
こ
れ
か
ら
も
今
ま
で
と
変
わ

り
な
く
所
属
し
ま
す
。

　

伊
予
消
防
等
事
務
組
合
は
、
伊
予

市
（
旧
伊
予
市
・
旧
中
山
町
・
旧
双
海

町
）、
松
前
町
、
砥
部
町
（
旧
砥
部
町
・

旧
広
田
村
）
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
大

災
害
の
場
合
は
お
互
い
に
助
け
合
い
な

が
ら
、
消
防
・
救
急
・
救
助
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
こ
れ
か
ら
も
今
ま
で
と

変
わ
ら
ず
、本
庁
地
区
（
旧
伊
予
市
区
域
）

は
伊
予
消
防
署
が
、
中
山
地
区
は
中
山

出
張
所
が
、
双
海
地
区
は
双
海
出
張
所

が
、
そ
れ
ぞ
れ
中
心
と
な
っ
て
担
当
し

ま
す
。

　

わ
が
国
で
は
、
こ
れ
ま
で
医
療
資
格

を
持
た
な
い
一
般
の
人
が
除
細
動
（
電

気
シ
ョ
ッ
ク
）
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
最
近
に

な
っ
て
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細

動
器
）
と
い
う
機
器
を
用
い
て
、
除
細

動
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

な
ぜ
除
細
動
が
必
要
な
の
？

　

除
細
動
は
、
目
撃
さ
れ
た
心
停
止
の

傷
病
者
の
多
く
に
対
し
て
、
一
般
の
方

も
行
う
こ
と
が
で
き
る
救
命
の
た
め
の

最
も
有
効
な
対
処
法
で
す
。
倒
れ
て
か

ら
１
分
ご
と
に
７
％
か
ら
１０
％
の
割
合

で
救
命
率
が
下
が
っ
て
い
く
こ
と
、
適

応
と
な
る
心
電
図
の
リ
ズ
ム
が
持
続
す

る
時
間
が
短
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
一

刻
も
早
く
除
細
動
を
行
う
こ
と
が
重
要

な
の
で
す
。

普
通
救
命
講
習
が
変
わ
り
ま
し
た

　

Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
っ
た
除
細
動
が
認
め
ら

れ
た
こ
と
か
ら
、
講
習
内
容
に
Ａ
Ｅ
Ｄ

の
使
用
法
が
加
わ
り
ま
し
た
。

講
習
内
容
（
講
習
時
間
３
時
間
）

○
応
急
手
当
の
重
要
性

○
基
本
的
心
肺
蘇
生
法
（
実
技
）

○
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
法

○
異
物
除
去
法

○
効
果
確
認

○
止
血
法

講
習
の
お
問
い
合
わ
せ

　

伊
予
消
防
署（
☎
９
８
２
ー
０
６
５
７
）、

中
山
出
張
所
（
☎
９
６
７
ー
１
１
７
１
）、

双
海
出
張
所（
☎
９
８
６
ー
０
０
７
４
）

へ
。

あ
な
た
に
も
で
き
ま
す
。
除じ

ょ

さ

い

ど

う

細
動（
電
気
シ
ョ
ッ
ク
）

■伊予市管内の火災と救急出場件数（３月末日現在）

種別 ３月分 累計（１月から）

火 災

件 数

本庁 １

１

本庁 ５

６中山 ０ 中山 １

双海 ０ 双海 ０

救急出場

件 数

本庁 １２８

１８２

本庁 ３５８

４９１中山 ２０ 中山 ５８

双海 ３４ 双海 ７５

☎
火災・救急　➡　１１９

火　　災
救急病院

  案内 ９８２－５９５９


